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【南極条約】（1959年採択、1961年発効）
 日、米、英、仏、ソ連（当時）等12か国により採択（この12か国を、原署名国という）。

2025年１月現在、締約国数は58。
 南極条約は、南緯60度以南の地域に適用され、南極地域の平和的目的の利用（第１条）、

科学的調査の自由及び国際協力の促進（第２条、第３条）、領土権主張の凍結（第４条）、
南極地域における活動（探検隊、基地等）の事前の通告及び査察制度（第７条）等を掲げる。

 定期的に南極条約協議国会議（ATCM：Antarctic Treaty Consultative Meeting）を開催（第９条）。
※南極条約協議国とは、締約国の中でも、南極に基地を設ける等、積極的に科学的調査活動を実施してい

る国（29か国）。

【環境保護に関する南極条約議定書】（1991年採択、1998年発効）
 南極の環境と生態系を包括的に保護することを目的とする。
 南極地域活動の環境に関する原則、南極条約第７条５の規定に従い事前の通告を必要とする

活動を対象とした環境影響評価義務、鉱物資源に関する活動の禁止等を規定するほか、具体
的な措置は附属書に規定。

 ６つの附属書が採択されており、附属書VI以外は発効済み。
附属書Ⅰ： 環境影響評価 、附属書Ⅱ： 南極の動物相及び植物相の保存、 
附属書Ⅲ： 廃棄物の処分及び廃棄物の管理、附属書Ⅳ： 海洋汚染の防止、 
附属書Ⅴ： 南極特別保護地区等の保護及び管理、
附属書Ⅵ： 環境上の緊急事態から生じる責任（未発効）

 我が国は、1997年に寄託を行い、締結。国内担保法として「南極地域の環境保護に関する
法律（南極環境保護法、環境省主管）」を制定。海域の科学的調査など特定の活動を除き、
南極での全ての活動について、計画の主宰者が環境大臣に確認申請書を提出し、確認を受け
ることを義務付けている。

南極条約と環境保護に関する南極条約議定書
１ はじめに（環境保護に関する南極条約議定書の締結）



南極地域の環境の保護に関する法律（南極環境保護法）の概要
１ はじめに（南極環境保護法の概要と運用の現状）

③個別行為の制限（第13条～第20条）
・鉱物資源に関する活動の禁止
・南極地域の動物相及び植物相の保存（影響を及ぼす行為の禁止・規制、生きている生物の持ち込み禁止等）
・廃棄物の適正な処分及び管理
・南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護

②南極地域活動に対する環境アセスメント（確認申請制度）の実施（第５条～第12条）
・南極地域においては、環境大臣の確認を受けた南極地域活動以外の活動を実施してはならない。

※特定活動を除く：海域における水産動植物の採捕、船舶の航行又は飛行機の海域上空飛行、
結果を公表する科学的調査

・南極地域活動計画の主宰者は、環境大臣に確認の申請をすることができる。
・影響が軽微な場合は、環境大臣が南極地域活動計画を確認。

影響が軽微でないものについては、国際的縦覧手続を経て、影響が著しいものでない場合に確認。

（主な内容）
①南極環境保護のための基本的な配慮事項の制定（第４条）

・南極地域で活動を行う者の心構え（動植物に対する配慮、廃棄物処理に対する配慮等）

④その他雑則、罰則（第21条～第33条）
・確認義務違反（６ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金）等

 環境保護に関する南極条約議定書の国内担保法として制定
 目的：南極地域の環境（これに依存し及び関連する生態系、固有の価値を含む）の保護を図るため、
環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保し、もって、国民の健康で文化的な
生活の確保に寄与すること

（1997年公布、1998年施行）



日本で手続きされる南極地域活動の現状
１ はじめに（南極環境保護法の概要と運用の現状）

南極地域観測隊（南極地域観測統合推進本部による南極地域観測事業）

日本の主宰者（民間） 観光ツアーを主宰（2024/25年シーズンでは海域のみを航行する１社のみ）

他の締約国の主宰者が、他の締約国の許可等を得て実施するツアーの枠を、
日本の旅行会社が購入して、日本人に販売

日本の主宰者（国の機関）【①】

【②】

【③】

 南極環境保護法に基づき確認申請がなされる南極地域活動は、2024/25年シーズンは１件であ
り、国の機関が実施する南極地域観測事業によるもの【下記①】。

 南極環境保護法に基づく確認申請及び届出の手続が不要である、上陸を伴わない活動については、
2024/25年シーズンに観光船で南極海域を航行するツアーが実施された例がある【下記②】。

 日本の旅行会社が、他国の事業者が主宰するツアーの参加枠を購入し、日本人向けに販売してい
る例が多い。この場合、日本以外の他の締約国において、当該締約国の法令であって南極環境保
護法に相当するものに基づき、許可その他の行政処分を受けた内容であるとして、行為者が環境大
臣に届出を提出する（2024/25年シーズン、届出477件）【下記③】。

 1998年に南極環境保護法が施行されて以降、現在に至るまで、上記の傾向に大きな変化はない。



１．附属書Ⅵの作成経緯とステップ・バイ・ステップアプローチ
 環境保護に関する南極条約議定書（1991年採択、1998年発効）第16条に責任に関する附属書を作

成することが規定。
 ※第16条 責任 締約国は、南極の環境並びにこれに依存し及び関連する生態系の包括的な保護についてのこの議定書の目的に従い、

       南極条約地域において実施され、かつ、この議定書の適用を受ける活動から生ずる損害についての責任に関する規則及び
       手続を作成することを約束する。当該規則及び手続については、（略）一又は二以上の附属書に含める。

 第17回南極条約協議国会議（1992年）以降、専門家会合により附属書Ⅵに関する議論が行
われてきた。

 議論では、①南極の環境損害に関する包括的な責任制度を実現するものとするのか（包括的
アプローチ）、②議定書第15条の定める緊急時における対応措置の実効性向上に焦点をお
いた責任制度とし、その後徐々に包括的な責任制度の構築に向けて交渉を重ねるのか
（ステップ・バイ・ステップアプローチ）で締約国間で意見が対立。

 第24回南極条約協議国会議（2001年）には、本附属書案について、②のステップ・バイ・
ステップアプローチをとることについて大筋合意。以降、交渉がとりまとめに向けて加速。

 第28回南極条約協議国会議（2005年）で、南極条約議定書附属書Ⅵ（環境上の緊急事態か
ら生ずる責任）が採択。

２．附属書Ⅵ交渉当時の南極地域における観光及び非政府活動の状況
 2000年頃には南極大陸に上陸する観光旅行者数が増加し、年間１万人を超えるようになり※、

環境に対する影響と、観光及び非政府活動の増加と対処の必要性に関する認識が、南極条約
協議国会議内で共有されていた。

 2004年３月に「南極地域における観光及び非政府活動に関する専門家会合」が開催され、
これらの活動に関するモニタリング、累積的影響の評価、安全確保の必要性などが提言され、
第27回南極条約協議国会議（2004年）においては、これに関係する措置が採択。

南極条約議定書附属書Ⅵの作成経緯
１ はじめに（附属書Ⅵの作成経緯とその背景）

※ 2025年は８万人程度
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南極地域における観光及び非政府活動の現状（地域）
南極地域における観光のほとんどは、南極半島で行われている。
そのほか、ロス海における観光や、飛行機を活用した内陸へのツアーがある。

【観光利用の数％ 】

・内陸へ飛行機で行くツアーもある。
・南極点も観光ツアーで行くことが可能。
（南極点へは南アフリカ発とチリのプレンタアナレスから
出発する２つのパターンあり）

アクセスが悪く、 
観光要素が少 
ない。

【観光利用の90％以上 】
 南米大陸に近く、アクセスがよい。
観光要素が多い。

南米大陸

オーストラリア
大陸

アフリカ大陸

昭和基地

航空機を用いた
観光が展開されている。

出典：令和４年度環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵに係る国内対応調査検討委託業務報告書

ロス海

南極半島

南極点

クイーン
モードランド

１ はじめに（附属書Ⅵの作成経緯とその背景）
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日本国内事業者のうち自社でツアーを企画する企業は、2026年２月時点で１社のみである。

【2024/25年に実施された、１社による南極地域のツアーの内容】
●世界一周ツアーの一部として催行。南極半島近海を航行。
●船舶は、シンガポールの企業が運行するパナマ船籍の船体を借り上げ。（※船舶所有企業はマーシャル諸島）
●南極大陸への上陸を伴わないため、日本の南極環境保護法に基づく確認申請の手続なし。

【参考】
●日本国内事業者が実施した過去のツアーについて
・2009年～2017年
南極クルーズを４件催行（１事業者による、上陸なし、他国船籍の船舶を使用）。

・2015年～2016年
南極クルーズを１件催行（１事業者による、上陸なし、日本船籍の船舶を使用）。

・2017年～2023年
南極クルーズツアーの催行情報なし。

・2024年～2025年
南極クルーズを１件催行（１事業者による、上陸なし、他国船籍の船舶を使用）。

南極地域における観光及び非政府活動の現状（我が国主宰者）

１ はじめに（附属書Ⅵの作成経緯とその背景）
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南極地域における観光及び非政府活動の現状（観光客数推移）

南極の観光客数は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響を受けた2020-21年及
び2021-22年シーズンを除き、増加傾向にある。航行数も増加している。

南極観光者数、航行数の推移（IAATO資料より）

出典：IATTO, “IAATO Overview of Antarctic Tourism: A Historical Review of Growth, the 2021-22 Season, and Preliminary Estimates for 2022-23” 及び IAATO, “IAATO Overview of 
Antarctic Vessel Tourism: The 2023-24 Season, and Preliminary Estimates for 2024-25”, IAATO, ” IAATO Overview of Antarctic Vessel Tourism: The 2024-25 Season, and Preliminary 
Estimates for 2025-26”をもとに作成。2020-21については、欠測。

【参考】
IAATO（The 
International Association 
of Antarctica Tour 
Operators、国際南極旅行
業協会）
・世界各国から集まった100以上
の企業や団体で構成される民
間の国際組織。
・安全で環境に配慮した民間セ
クターによる南極観光を提唱、
促進、実践。

（年）

１ はじめに（附属書Ⅵの作成経緯とその背景）
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南極地域における観光及び非政府活動の現状（国別主宰者内訳）

IAATO加盟オペレーターの国籍別航行数（2024-25年シーズン）は、583であり、
多いのは、米国（312；53.5％）、オーストラリア（47；8.1％）、チリ（43；7.4％）等であった。
なお、これらのツアーに参加する日本国籍の旅行者からの届出が477件あった（2024-25年シーズン）。

IAATO加盟オペレーターの国籍別航行数の内訳（2024-25年シーズン）

※１・・・「④伝統的な海上観光観光」は、南極半島とその周辺の島々に乗客を小型の観測船で上陸させる観光のこと。
※２・・・前ページの航行数の推移の表中、2024-25年シーズン[562]とは数字が異なる。その要因は不明。
出所：IAATO, “IAATO Overview of Antarctic Vessel Tourism: The 2024-25 Season, and Preliminary Estimates for 2025-26,” June 2025をもとに作成。

観光の種類
アルゼン
チン

オースト
ラリア

ベルギー カナダ チリ フランス ドイツ オランダ
ニュー
ジーラン

ド

ノル
ウェー

ポーラン
ド

スペイン 英国 米国

①クルーズ船観光のみ
（半島地域）

21 21

②航空巡航観光
（半島地域）

13 36 73 122

③海上観光
（大陸／ロス海）

2 1 2 3 8

④伝統的な海上観光
（半島地域）※１

16 29 13 7 35 9 38 17 35 212 411

⑤ヨット観光
（半島地域）

5 1 2 2 3 3 2 3 21

合計（船舶数）
16 47 1 13 43 39 10 40 2 17 3 3 37 312 583

※2

１ はじめに（附属書Ⅵの作成経緯とその背景）
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2024-25で
上陸が多い
上位5地点

ヴィンソン・マシフ

南米大陸
アフリカ大陸

テレフォン湾

ヤンキーハーバー
キング・ジョージ島

バリエントス島

ジュグラー・ポイント

ゴーディエ島

ダモイ・ポイント

ブラウン基地

ベルナツキー基地

ハーフムーン島
ホエーラーズ・ベイ

ピーターマン島

ブラウン・ブラフ

プレノウ島

ダンコ島

ポート・シャルコー
オルネハーバー

クーバービル島

ミケルセン・ハーバー

ポータル・ポイント ニコ・ハーバー

南極地域における観光及び非政府活動の現状（上陸地点）

IAATO加盟事業者による観光活動による上陸地点は、南極半島沖合の島々（ニコ・ハーバー、
ホエーラーズ・ベイ等）が多い。島へは、小型船によりアクセスし、上陸する。

主な上陸地点（2021-22～2024-25年シーズン）
（上陸が多い上位５地点を色付け） （単位：件数）

上陸地点 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
ゴーディエ島 33 148 20 99
ニコ・ハーバー 94 179 193 220
クーバービル島 126 202 183 107*
ホエーラーズ・ベイ 85 169 183 194
ハーフムーン島 78 130 132 132
ブラウン基地 40 61 65 57
ダンコ島 80 153 145 173
ジュグラー・ポイント 38 76 62 72
ピーターマン島 45 143 148 135
ブラウン・ブラフ 68 83 105 30*
ミケルセン・ハーバー
（ダイノー島）

59 128 135 134

ダモイ・ポイント／
ドリアン湾

71 188 157 157

アイチオー諸島-
バリエントス島

18 40 45 42

ポータル・ポイント 61 160 175 184
ベルナツキー基地 3 5 22 26
オルネハーバー 49 95 122 101
ヤンキーハーバー 29 84 64 85
プレノウ島 21 52 70 44
テレフォン湾 29 97 82 83
ポート・シャルコー 33 106 127 79
合計 1,060 2,299 2,235 2,017

＊高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）予防のため、ブラウン・ブラフは2024年12月12日～
2025年2月26日まで、クーバービル島は2024年12月11日～2025年1月22日まで閉鎖

１ はじめに（附属書Ⅵの作成経緯とその背景）
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プログラム/年シーズン 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25
コウテイペンギンのコロニー訪問 200 215 220 265
遠距離（deep field）体験（キャンプ、スキー、
登山、スカイダイビング、サイクリング等）

151 66 67 66

遠距離飛行（例：到達不能極（Pole of
inaccessibility）への飛行等）

0 2 0 10

空路での南極点（South pole）訪問 116 173 232 220
南極点スキー探検 6 23 16 17
南極点自動車探検 13 3 3 0
南緯89度線（last degree）探検 33 60 47 41
南極横断（スキー又は車） 13 18 6 7
ヴィンソン・マシフ訪問 175 143 147 135
マラソン 57 124 73 164
キング・ジョージ島日帰り旅行 6 68 44 60

合計 770 895 855 985

南極地域における観光及び非政府活動の現状（船舶以外の活動内容）

南極の内陸遠隔地 (deep field) 観光及び航空観光に参加する観光客は
南極観光の約1％程度（※注）。
これらの観光プログラムと参加者の内訳は以下のとおり。

出典：IAATO, “IAATO Deep Field and Air Operators’ Overview of Antarctic Tourism: 2024-25 Season and Preliminary Estimates for 2025-26 Season”

南極の内陸遠隔地観光及び航空観光のプログラム及び参加する観光者数の内訳（2021-22～2024-25年シーズン）
（単位：件数）

※注 2024-25シーズン
①奥地等観光者数：985人
②上陸者数：80,455人
③クルーズのみ乗客数：36,769人
⇒①÷（②＋③）＝0.84％

１ はじめに（附属書Ⅵの作成経緯とその背景）



前文
 南極の環境並びにこれに依存し、及び関連する生態系に対する環境上の緊急事態の影響を

防止し、最小にし、及び封じ込めることの重要性を認識
適用範囲（第1条）
 南極条約第七条５の規定に従い事前の通告を必要とするもの及び南極条約地域に入る全て

の観光船に関連する南極条約地域における環境上の緊急事態。
環境上の緊急事態の範囲の想定（第2条（b））
 「環境上の緊急事態」とは、この附属書の効力発生の後に発生した偶然の事故であって、

かつ、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし又は及ぼす急迫したおそれがある
ものをいう。

合理的な防止措置及び緊急時計画の作成等（第3条、第4条）
 主宰者に「防止措置」及び「緊急時計画の作成」の義務付け。
対応措置（第5条）
 主宰者に環境上の緊急事態を起こした場合の迅速かつ効果的な「対応措置」の義務付け。
対応措置をとらない南極地域活動の主宰者の責任（第6条、第7条、第8条、第9条）
 環境上の緊急事態を引き起こしたが、主宰者が対応措置をとらない場合で、かつ、

締約国によって対応措置がとられた場合
 主宰者は締約国によってとられた対応措置の費用を当該締約国に支払う責任を負う。
いずれの締約国も対応措置をとらなかった場合
 主宰者はとられるべきであった対応措置の費用を基金に直接又は締約国を通じて支払

う責任を負う。
保険その他の金銭上の保証（第11条）
 締約国が対応措置とった場合の費用を支払う責任を対象とする適切な保険その他の金銭上

の保証（銀行又はこれに類する金融機関の保証等）を維持することを主宰者に義務付ける。

南極条約議定書附属書Ⅵの概要

（注) 附属書VIの和訳は、令和7年７月時点の仮訳を参照して作成。和訳は政府部内で検討中であり、現在修正中である。

１ はじめに（附属書Ⅵの概要）



対応措置の実施及び対応措置をとらない南極地域活動の主宰者の責任に関する
附属書Ⅵ関係条文と、A・B・C類型（附属書Ⅵ第５条・第６条の概要）

１ はじめに（附属書Ⅵの概要）

「環境上の緊急事態」
の発生

【主宰者】
迅速かつ効果的な
対応措置
第５条１
各締約国は、自国の主宰者に対し、
当該主宰者の活動から生ずる環境
上の緊急事態に対し迅速かつ効果
的な対応措置をとることを義務付け
る。

【主宰者の締約国】
迅速かつ効果的な
対応措置
第５条２
主宰者が迅速かつ効果的な対応措
置をとらない場合には、当該主宰者
の締約国及び他の締約国は、当該
対応措置（自らに代わって対応措
置をとる権限を特別に与えられた代
理人及び主宰者を通じたものを含
む。）をとることが奨励される。

【他の締約国】
迅速かつ効果的な
対応措置
第５条２
主宰者が迅速かつ効果的な対応措
置をとらない場合には、当該主宰者
の締約国及び他の締約国は、当該
対応措置（自らに代わって対応措
置をとる権限を特別に与えられた代
理人及び主宰者を通じたものを含
む。）をとることが奨励される。

いずれの締約国も対応
措置をとらなかったとき

A類型
主宰者の締約国への
費用支払い責任
第６条１
主宰者は、自己の活動から生ずる環
境上の緊急事態に対し迅速かつ効
果的な対応措置をとらない場合には、
前条２の規定に従って締約国がとる
対応措置の費用を当該締約国に対
し、支払う責任を負う。

B類型
主宰者の他の締約国
への費用支払い責任
第６条１
主宰者は、自己の活動から生ずる環
境上の緊急事態に対し迅速かつ効
果的な対応措置をとらない場合には、
前条２の規定に従って締約国がとる
対応措置の費用を当該締約国に対
し、支払う責任を負う。

C類型
とられるべきであった対応
措置の費用支払い責任
第６条２
(a) 国の機関である主宰者は、自ら迅速かつ効果
的な対応措置をとるべきであったがとらなかった場
合において、いずれの締約国も対応措置をとら
なかったときは、第十二条に規定する基金に対
し、とられるべきであった対応措置の費用を支払
う責任を負う。

(b) 国の機関でない主宰者（略）は、とられるべ
きであった対応措置の費用を可能な限り反映し
た金額を支払う責任を負う。

とられた

(対応終了)

とられたとられた

と
ら
れ
な
か
っ
た

と
ら
れ
な
か
っ
た

と
ら
れ
な
か
っ
た
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附属書Ⅵを締結した国（2026年2月現在、19カ国）
①オーストラリア、②チリ、③エクアドル、④フィンランド、⑤フランス、
⑥ドイツ、⑦イタリア、⑧オランダ、⑨ニュージーランド、⑩ノルウェー、
⑪ペルー、⑫ポーランド、⑬ロシア、⑭南アフリカ、⑮スペイン、
⑯スウェーデン、⑰ウクライナ、⑱英国、⑲ウルグアイ

附属書Ⅵを未締結の国（2026年2月現在、9カ国）
①アルゼンチン、②ベルギー、③ブラジル、④ブルガリア、⑤中国、
⑥インド、⑦日本、⑧韓国、⑨米国

南極条約議定書附属書Ⅵの締結状況
１ はじめに（附属書Ⅵの締結状況）

附属書Ⅵの発効には、採択当時の全ての協議国（28か国）の締結が必要
採択要件に関係する28か国の締結状況は次のとおり。



各国における附属書Ⅵ担保内容の概要
ドイツ、米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェーの法律概要（※米国のみ法律案）

１ はじめに（附属書Ⅵの締結状況）
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各国における附属書Ⅵ担保内容の概要
１ はじめに（附属書Ⅵの締結状況）



各国における対応措置をとらない事業者の費用負担制度

事業者の締約国が対応措置をとる場合（A類型）

１ はじめに（附属書Ⅵの締結状況）



各国における対応措置をとらない事業者の費用負担制度

他の締約国が対応措置をとる場合（B類型）

１ はじめに（附属書Ⅵの締結状況）



各国における対応措置をとらない事業者の費用負担制度

いずれの締約国も対応措置をとらない場合（C類型：国の主宰者）

１ はじめに（附属書Ⅵの締結状況）



各国における対応措置をとらない事業者の費用負担制度
いずれの締約国も対応措置をとらない場合（C類型：国以外の主宰者）

１ はじめに（附属書Ⅵの締結状況）



【背景】
 近年、南極地域における国外事業者の観光が活発化しており、船舶からの油流出事故等

による環境汚染が懸念されている。南極はどこの国の領土でもないため、対応措置が迅
速に行われない可能性がある。

 南極条約議定書附属書Ⅵ（環境上の緊急事態から生じる責任）が2005年に採択。
南極条約地域（南緯60度以南の地域）において環境上の緊急事態に対応するため、
防止措置や緊急時計画の作成、緊急事態への対応措置、費用の支払い、訴え等について定める。

 附属書Ⅵの発効には、採択当時の全ての協議国（28か国）の締結が必要であり、
我が国を含め９か国が未締結のため未発効。

【締結の必要性】
 南極地域における観光者数は、コロナ禍により一時的に減少したものの、年々増加傾向

にあり、附属書Ⅵが想定する油流出事故等の環境上の緊急事態の懸念は高まっている。

環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵを締結する必要性

 日本は、南極の原生的な自然環境の科学的価値
を重視する立場であり、日本の南極地域活動に
よる環境上の緊急事態の未然防止、対応措置の
実施を確保し、もって南極地域の環境の保護に
関する国際協力を推進する必要がある。

 また、2026年の南極条約協議国会議ホスト国
の立場から、同年の協議国会議までに締結の見
通しを立てる必要がある。

 以上により、附属書VIの締結に向けた国内担保
措置を早期に講じる必要がある。

(IAATO報告書より作成)南極地域における観光の推移

２．環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵを締結する必要性
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（参考）南極条約協議国会議（ATCM：Antarctic Treaty Consultative Meeting）

 ATCMは、南極条約の協議国の代表が、南極地域の平和的利用、南極地域における科学的研究の促進、
生物資源の保護・保存等の南極条約の原則と目的を助長する措置等を立案し、審議し、及び各協議国
政府に勧告するために参集する会議（基本的に年一回開催）。

 ATCM開催と同時に、環境保護議定書に基づき、環境保護に関する南極条約委員会（CEP：
Committee for Environmental Protection）も開催される。CEPは、議定書の規定及び実施に
関するATCMへの助言を行うことを目的として開催されるもの。

 ATCM及びCEPはそれぞれ南極条約事務局により設置されている。 ATCM及びCEPの主催については、協
議国がアルファベット順に持ち回ることが慣例となっているところ、2026年度には日本が32年ぶりに開催国
を務める。我が国はこれまで第６回（1970年、東京）及び第18回（1994年、京都）会合を開催。

 開催地を広島市とすることを2024年4月に３省（外務省・文科省・環境省）で発表。

 ATCM及びCEPでは、以下が審議、採択される。
• 措置：南極特別保護地区の指定及び管理計画の策定等。国内担保が必要。

（※すべての協議国が承認することで、すべての締約国に対して効力が発生（南極条約第９条４））
• 決議：法的拘束力をもたない勧告の性質をもつもの。
• 決定：南極の環境保護、南極観測に関する技術的な事項、南極条約事務局の運営、

 組織内部の事項を扱うもの（規則や予算等）。
 最近のATCMにおける主な論点としては、近年活発になっている観光活動
への対応や気候変動が南極地域に与える影響等が挙げられる。

２．環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵを締結する必要性
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第48回南極条約協議国会議の日本開催
（ATCM：Antarctic Treaty Consultative Meeting）

 第48回南極条約協議国会議
• 日  程：2026年５月11日（月）～21日（木）
※環境保護に関する南極条約委員会（CEP） 5月11日（月）～5月15日（金）
※気候変動とモニタリングに関するCEP/SC-CAMLR合同ワークショップ ５月8日（金）～9日（土）

*SC-CAMLR:南極海洋生物資源保存科学委員会
• 場  所：広島市（広島国際会議場） ※32年ぶりに日本で開催
• 議  題：近年活発になっている観光活動への対応や気候変動が南極地域に与える影響等
• 参加者：南極条約協議国（29か国）及び非協議国、関連国際機関等から計400名程度

ATCM48のロゴマーク

広島国際会議場

メイン会場（ヒマワリ）
ATCM48ウェブサイト

(https://www.atcm48japan.jp/)

２．環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵを締結する必要性

https://www.atcm48japan.jp/


南極条約第7条５の通告対象に関する解釈の変更に伴う、確認対象の変更

24

環境大臣による確認対象【現在】

上陸観光、
登山など

南極地域観測事業

南極大陸のへの上陸を伴う活動
（一体となって行う海域での活動を含む）

テレビ取材
など 観光船

（上陸なし）

・船舶の航行又は飛行機の上空飛行
（単なる通過 以外）

【変更後】（追加）

環境保護に関する南極条約議定書 附属書Ⅵ（環境上の緊急事態から生ずる責任、2005年採択）
適用範囲：南極条約第７条５の規定に従い事前の通告を必要とするもの及び南極条約地域に入る全ての観光船

【現在の解釈】 海域”のみ”で行われる活動を含まない
航行、上空飛行、漁獲の自由及び科学的調査の自由等公海の自由に該当する活動を除いた、
南極条約地域における政府及び非政府のすべての活動

【変更後の解釈】海域”のみ”で行われる活動を含む
漁船並びに南極条約地域外の目的地に向かう南極条約地域の海域を通過するのみの船舶及び同海域上空を通過する
のみの航空機を除いた、南極条約地域における政府及び非政府の全ての活動

南極条約第7条5に従い
事前の通告を必要とする
ものと一致

※南極条約地域における漁業の取扱いに変更はなく、従前のとおり、
南極海洋生物資源保存条約(CAMLR条約)及び漁業法が適用される。

・科学的調査

・船舶の航行又は
飛行機の上空飛行
（単なる通過）

・水産動植物の採捕

特定活動
（法第３条第６号、確認対象以外の活動）

南極大陸のへの上陸を伴わな い活動
  （海域”のみ”で行 われ る活動）

従前のとおり、確認対象 特定活動 → 確認対象へ変更 従前のとおり、特定活動

３（１）南極条約第７条５の規定に従い事前の通告を必要とするもの及び南極地域に入る全ての観光用の船舶への適用

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKqr390JXOAhULm5QKHRV3AZoQjRwIBw&url=http://blog.eddiebauer.com/2014/11/24/expedition-mt-vinson-antarctica/&psig=AFQjCNEQGdvX_4eFwgCW6P_dsTZbowOUcQ&ust=1469777215781027


○「南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれ
のある事件」（以下「事件」という。）の
通報義務の設定
・「事件」に該当する場合は、主宰者は環境大臣
に通報する義務。
・「事件」は、発生要因（人為に起因する場合、
自然現象に起因する場合、その両方に起因する場
合）を問わない。
・「事件」に該当するのは次の場合。

南極環境構成要素に影響を及ぼすもので
あって、

①法第7条第1項に基づき確認を受けた南極地
域活動に含まれると解することができない
もの（該当する事例は、C-1。専ら人の生
命や身体、施設に対する影響のみにとどま
るD-1及びD-2は該当しない）
又は、

②南極環境に対する影響評価がなされていな
いもの（※南極環境影響：法第3条第8号）
（C-2のような例を想定）

事故等

確
認
を
受
け
た
活
動

確
認
を
受
け
た
内
容
を
超
え
る
部
分

生命や身体、施設
に対する影響のみ

南極環境構成
要素に影響

A 科学的調査活動、観光活動、基地の運営活動など

B 確認を受けた活動に含まれると解することが
できるもの

B-2 雪上車に給油中に少量
の油が雪に落ち、雪ごとす
くい取ってタンクに保管

B-1 行為者に急病が発生
し、活動を中止して基
地に戻る

（人為に起因する場合）
C-1

航空機の墜落
船舶の機関故障で座礁
船舶が氷山を回避できずに

衝突
基地における油流出事故

（自然現象に起因する場合）
C-2

氷山の流動や棚氷の落下等
に巻き込まれて船舶が損傷

ブリザードにより基地の設
備が損壊、廃棄物となり飛散

【補足】
・上記Dの事例の活動は、法第24条に基づく適用除外となる場合があり、実施状況の報告

が必要。
・上記Eの事例の活動は、南極環境保護法の違反であり、違反処理を行うこととなる。
・なお、確認申請を全くしていない活動により発生した事故等についても、通報義務があ

ることとなる。

E
確認を受け

た活動計画に
ない場所を、
訪問して観光

南極地域活動（事例）と通報との関係

D-1
基地内での急病人の対応

が困難であるため、急遽、
飛行機で南極地域外へ搬送

D-2
基地、野外観測拠点、船

舶内の発電機の故障により、
関係機材の不具合が発生し、
修繕したり、予定にない運
搬をする。

確認を受けた活動
に起因又は関係
して発生

環境大臣への通報義務を課す南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件の判断

通報義務

３（２）「環境上の緊急事態」



「環境上の緊急事態」が発生した現場の状況把握と対応措置実施状況の確認方法
３（２）「環境上の緊急事態」

 海域における通信環境は、近年大幅に改善している。
 インターネット通信環境を利用すれば、環境上の緊急事態の該当性を判断するために必

要な情報（テキスト情報に限らず、画像、動画情報も含む）を、南極地域の船舶から環
境省に送付することは可能であると考えられる。

出典：国土交通省海事局 令和６年２月28日「海上における通信環境の改善に向けた取組み」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/content/000320306.pdf

※環境上の緊急事態及び対応措置に関する現地の状況の報告等は、原則として主宰者が実施すべきことである
が、案件の内容に応じ、また、必要に応じて（※例えば、南極条約協議国会議において状況を報告することになった
場合などを含む）、環境省の職員自身が又は委託等により現場に赴いて現状を確認する場合もある。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/content/000320306.pdf


「事件」の内容
発生源 内容 規模
船舶 油・液体流出等 大～小

座礁・沈没等 大～小
航空機 墜落等 大～小
基地 油・液体流出等 大～小
陸上車両
（雪上車、
スノーモビル）

油・液体流出等 大～小

その他 動植物の侵入等 広～狭

「事件」の発生場所
種類 脆弱性・重要性
海域 大

（南極特別
 保護地区）

～ 小
（その他の
区域）

沿岸域
（海域及
び陸域）

大
（南極特別

保護地区）

～ 小
（その他の

区域）

陸上 大
（南極特別

保護地区
   南極史跡

天然記念物
   動植物等の
生息地）

～ 小
（その他の

区域）

・発生した「南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件」（以下「事件」という。）が「重大かつ有害な影響」を及ぼ
すかについては、下図のように、内容と発生場所の組み合わせによって異なるものと想定され、個別の判断が必要。

・例えば、事故の規模に一定のひろがりがあっても、「重大かつ有害な影響」とは判断されない可能性がある。
（例）油が比較的広域に広まったが、その濃度が薄いため、「重大かつ有害な影響」がないと判断される可能性がある。

・逆に、規模が事故の規模が小さくても場所によっては「重大かつ有害な影響」と判断されうる可能性がある。
（例）航空機が小型である場合は、ペンギンの繁殖地（動植物等の生息地）に墜落した場合は「重大かつ有害な影響」と判断されるが、その他

の区域（露岩地、氷上等）に墜落した場合は「重大かつ有害な影響」と判断されない可能性がある。
（例）船舶からの油の流出であっても、小規模な場合は「重大かつ有害な影響」と判断されないが、南極特別保護地区であった場合は「重大か

つ有害な影響」と判断される可能性がある。
・「環境上の緊急事態」に該当する事故を限定列挙した場合、限定列挙に該当しない「事件」が発生した場合、他の締約国と

「環境上の緊急事態」に関する認識が異なっていた場合は国際的に問題になることも考えられる。
・このため、個別に判断できるようにする余地は残しておくことが適当。

【「事件」の発生様態】

（参考）海上保安庁では、日本の沿岸部を対象に大規模油流出に対する
環境脆弱性指標を設定してHPで公開
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/ceisnet/esi.htm

【「事件」の規模、重要性・脆弱
性と、「環境上の緊急事態」へ
の該当の関係】

「環境上の緊急事態」に該当する場合／しない場合の判断の考え方
（規模と場所に応じた判断の必要性）

３（２）「環境上の緊急事態」

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/ceisnet/esi.htm


○「南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件」の発生後に報告を受けた際、環境大臣が当該報告内容に基づき、
「環境上の緊急事態」に該当するか、しないかの判断を円滑にするため、ガイドラインを作成し、考え方を整理する。

「環境上の緊急事態」の判断の考え方に関するガイドライン（１）

○「環境上の緊急事態」については、船舶からの油や有害液体物質の流出等が主に想定されるほか、それ以外に考えられる事態
は、例えば、以下等が挙げられる（活動内容によって有するリスクは異なると考えられる。）
・航空機からの油と有害物質の流出
・基地等への燃料輸送中の事故
・非在来種が大量に発生し、在来種に対して重大な影響を及ぼすなどの事態

○しかし、この程度の粒度では、適切な判断に支障をきたすため、ガイドラインを作成する必要がある。

＜環境上の緊急事態の判断に関する基本的な考え方＞（イメージ）

○ガイドラインでは、明らかに【該当する】（右図①）、
【該当しない】（右図②）のうち「明らかに該当しない例」
（右図③）については、想定できる範囲で、例示する。

○その他、個別判断の方針について、事故の重大性の判断の考
え方等を想定される事故種毎に記載する。

３（２）「環境上の緊急事態」



４．陸上の乗物の場合
● 雪上車等、陸上車両による移動中事故に発生した事故の事例を分析し、附属書Ⅵ発効以降に生じた場合に「環境上の緊急事

態」に該当しうるか検討を行い、その結果をガイドライン等に記載する。
●南極観測実施責任者評議会（COMNAP）において、「COMNAP 燃料油マニュアル」（2008年第1.0版）が策定されており、

附属書Ⅵの採択も踏まえ「200リットル以上（略）の油流出事故が発生した場合は、事業者はCOMNAP事務局とCOMNAP油流
出報告書を提出する」こととされている。
このことは、南極地域の陸域においては、200リットル未満の油の排出であれば、環境に対する影響は軽微であると考えられ
ていることを意味している。したがって、当該事態については、脆弱性・重要性の高い場所で発生したケースを除き、「環境
上の緊急事態」ではないと解釈する。

５．その他の場合
● これまで南極地域で発生した環境に影響がある事故（上記１～４に該当する以外のもの）の事例を分析し、附属書Ⅵ発効以降

に生じた場合に「環境上の緊急事態」に該当しうるか検討を行い、その結果をガイドライン等に記載する
（※登山、ドローン使用、イベント開催等が想定されるが、基本的に「環境上の緊急事態」は発生しにくいことを記載）。

●この検討に非在来種の大量発生等、生物関係の影響も考慮する。

２．航空機の場合
●航空機事故事例を分析し、附属書Ⅵ発効以降に生じた場合に「環境上の緊急事態」に該当しうるか検討を行い、その結果をガ

イドライン等に記載する。
●ある地域における航空機の墜落が「環境上の緊急事態」に該当しない場合でも、南極特別保護地区、南極史跡天然記念物、ペ

ンギン等動物の大規模繁殖地等、脆弱性の高い場所に墜落した場合は、同じ規模の航空機でも環境上の緊急事態に該当するこ
とがありうることを記載する。

３．基地の場合
● 基地の運営、基地への燃料補給における油等の流出事例を分析し、附属書Ⅵ発効以降に生じた場合に「環境上の緊急事態」に

該当しうるか検討を行い、その結果をガイドライン等に記載する。

「環境上の緊急事態」の判断の考え方に関するガイドライン（２）

＜事故種別のガイドライン記載事項＞（検討方針、イメージ）
１．船舶の場合
●船舶事故事例を分析し、附属書Ⅵ発効以降に生じた場合に「環境上の緊急事態」に該当しうるか検討を行い、その結果をガイ

ドライン等に記載する。
● 油・有害液体物質等の流出状況、廃棄物その他の排出状況、事故発生場所の重要性・脆弱性に基づき、判断することとする。

３（２）「環境上の緊急事態」



「環境上の緊急事態」に関する協議国の認識
COMNAP「An Assessment of Environmental Emergencies Arising from 
Activities in Antarctica」ATCM23(1999) / WP016 の概要

〇第22回南極条約協議国会議・決議６に基づき、COMNAPに対して、環境上
の緊急事態が生じるリスクのアセスメント（評価）を実施するように求めら
れた。

〇COMNAPが、第23回協議国会議で、標記のWPを提出し、説明したところ、
特段の疑義はなかったため、「環境上の緊急事態」に対する、協議国の一定
の認識を示しているものと考えられる。

【内容】
〇1987～97年シーズンにおいて、南極地域で発生したIncident（事故）に関

するアンケート調査の結果、

・地上輸送・航空輸送に係るIncident、火事から生じる環境への影響はわずか
（minimal）だった。

・環境への重大な影響を起こしうる可能性が最もあるのは、油漏れ事故である。
・しかし、多くの油漏れ事故は観測基地に関連して生じる小規模なもので、野

生生物への脅威にはならない。
・一方、海域における油漏れ事故は、発生する可能性は小さいが、発生した場

合は野生生物に重大なリスクが生じる（陸域や棚氷上に比べ）。
・可能性のある環境影響を最小化するためには、（緊急事態の準備や対応措置

よりも）油漏れを未然に防止する戦略が重要。
【考察】
・上記COMNAPの見解と「環境上の緊急事態」の重大かつ有害な影響という定

義とを組み合わせて考えると、1987～97年シーズンにおいて、「環境上の
緊急事態」に該当しうるのは、海域における油漏れの３件である。

・図３において、1000リットル（ドラム缶５つ分）以上の事故が20件はある
が、海域における油漏れ以外は、影響は「重大かつ有害」には該当しないと
いうこと。

（※注…本ＷＰは、1987～97年の事例分析であり、海域の油事故以外の事故が、環境上の緊急事態に該
当しないと判断された訳ではない。）

3件

20件程度はある

３（２）「環境上の緊急事態」

https://documents.ats.aq/ATCM23/wp/ATCM23_wp016_e.pdf


・防止措置は、南極地域活動の種類（船舶、航空機、基地運営、陸上車両、その他等）ごとに作成されるよう、南極環境
保護法施行規則に定める確認申請の様式に規定することとする。

・ガイドライン（要領）において、標準的な記載内容の事例を定める。当該ガイドラインにおいて、他法令に基づき策定
される計画等により要件が満たされるものについては、当該項目を参照させる又は当該項目の記述を引用して記載とす
ることでも可とする旨を定める。

種類 防止措置（附属書Ⅵ第３条２）

記載項目 (a)施設及び輸送手段の設計及び建設に組み込まれる
特別な構造又は設備

(b)施設及び輸送手段の運用
又は維持に組み込まれる特
別な手続

(c)要員の特別な訓練 その他（※ガイドライン作成時に、(a)～(c)
に加え、記載させるものを要検討）

船
舶

日本
船舶

●
・我が国法令に基づく対応があれば、記載する
（例：海洋汚染防止法第5条の3第1項に基
づく義務である、船首隔壁前方タンクへの油の不
積載等）
・極海域における船舶運航のための国際基準
(Polar Code)に基づく対応があれば、記載する。
・その他、自主的な取組があれば記載する。

● ●
・例えば、海洋汚染防止法第７条の２
に基づく油濁防止緊急措置手引書に、
訓練に関する記載がある場合は、それ
を参照させる又は当該項目の記述を
引用して記載することでも可とする。

●

外国
船舶

● ● ● ●

航空機 ● ● ● ●

基地 ● ● ● ●

陸上車両 ● ● ● ●

その他 ● ● ● ●

【凡例】
●：標準的な事例を参考として、活動の内容に応じて、様式に記入する。

防止措置の作成内容と他の法令等に基づく計画との関係について
３（３）防止措置及び緊急時計画の作成等



・緊急時計画は、南極地域活動の種類（船舶、航空機、基地運営、陸上車両、その他等）ごとに作成されるよう、南極
環境保護法施行規則に定める確認申請の様式に規定することとする。

・ガイドライン（要領）において、標準的な記載内容の事例を定める。当該ガイドラインにおいて、他法令に基づき策
定される計画等により要件が満たされるものについては、当該項目を参照させる又は当該項目の記述を引用して記
載とすることでも可とする旨を定める。

【凡例】
●：標準的な事例を参考として、活動の内容に応じて、様式に記入する。
①：油濁防止緊急措置手引書（有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成する場合は同手引書も含む。以下同じ。）では、海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令（昭和58年運輸省令第38条、以下「技術
基準省令」という。）第35条第１項第２号イに基づき通報するべき内容を、同ロにおいて通報の連絡先を、それぞれ定めることとして
いるため、これらを参照させることでも可とする。

②：油濁防止緊急措置手引書では、技術基準省令第35条第１項第２号ハに基づき船舶内にある者が直ちにとるべき措置について定めること
とされているため、これらを参照させることでも可とする。

③：油濁防止緊急措置手引書に、訓練に関する記載がある場合は、それを参照させる又は当該項目の記述を引用して記載することでも可と
する。

④：他の締約国において、附属書Ⅳ、OPRC条約等に基づき油濁防止緊急措置手引書に相当するものが作成される場合があり、当該部分参照
と記載させることも可能とする（ただし、当該部分について日本語訳を必要とするものとする。）

⑤：日本の昭和基地等の基地については、COMNAP燃料マニュアルに基づく緊急時計画が策定されている。このため、緊急時計画に係る様
式の該当部分は、COMNAP燃料マニュアルに基づく緊急時計画参照と記載する。

種類 緊急時計画（附属書Ⅵ第４条２）

記載項目 (a)事件の性質についての評
価を実施する手続

(b)通報の手続 (c)資源の特定
及び動員

(d)対応に関する
計画

(e)研修 (f)記録の保存 (g)動員解除 その他（※）

船
舶

日本
船舶

● ① ② ② ③ ● ● ●

外国
船舶

● ●④ ●④ ●④ ●④ ● ● ●

航空機 ● ● ● ● ● ● ● ●

基地 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

陸上車両 ● ● ● ● ● ● ● ●

その他 ● ● ● ● ● ● ● ●

緊急時計画の作成内容と他の法令等に基づく計画との関係について
３（３）防止措置及び緊急時計画の作成等

（※）ガイドライン作成時に、
(a)～(g)に加え、記載させるも
のを要検討

https://www.env.go.jp/nature/nankyoku/kankyohogo/database/visit/pdf/fuel-manual-v1_ja.pdf
https://www.env.go.jp/nature/nankyoku/kankyohogo/database/visit/pdf/fuel-manual-v1_ja.pdf


（参考）海防法第７条の２ 油濁防止緊急措置手引書等の関連規定
【海洋汚染防止法】
（油濁防止緊急措置手引書）
第七条の二 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当

該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示
しておかなければならない。

２ 前項の規定による油濁防止緊急措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
３ （略）

（有害液体汚染防止緊急措置手引書、海洋汚染防止緊急措置手引書）
第九条の四 １～５（略）
６ 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から有害液体物質の不適正な排出があり、又は排出のお

それがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成し、これ
を当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

７ 船舶所有者は、第七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防
止緊急措置手引書及び同項の有害液体汚染防止緊急措置手引書（以下この条及び第十九条の三十六において「有害液体汚染防止緊急措置手引
書」という。）の作成及び備置き又は掲示に代えて、第七条の二第一項及び前項に規定する事項について、海洋汚染防止緊急措置手引書を作
成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。この場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「第一
項の油濁防止緊急措置手引書（第九条の四第七項及び第十九条の三十六において「油濁防止緊急措置手引書」という。）」とあるのは、「第
九条の四第七項の海洋汚染防止緊急措置手引書（第一項に規定する事項に係る部分に限る。）」とする。

８ （略）
９ 第七条の二第二項の規定は、有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書について準用する。

【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令】
（海洋汚染防止緊急措置手引書等）
第三十五条 法第七条の二第二項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準並びに法第九条の四第九項におい

て準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技
術上の基準は、次のとおりとする。

一 当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。
二 次に掲げる事項が定められていること。

イ 船長が当該船舶からの油等（油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液体物質、海洋汚染
防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液体物質をいう。以下この項において同じ。）の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、
通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項

ロ イの通報を行うべき海上保安機関及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項
ハ 油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項
ニ 海上保安機関と船舶内の措置について調整するための手続及び当該船舶内の連絡先に関する事項
ホ 陸上において損傷時の復原性及び船体の残存強度に係る計算を電子計算機により行うために必要な措置に関する事項（載貨重量トン数五千

トン以上のタンカーに限る。）

３（３）防止措置及び緊急時計画の作成等



【参考１】「迅速」であることへの適合
・「環境上の緊急事態」であると環境大臣が判断した場合において発生する対応
措置義務を履行せず、環境大臣が措置命令を発出する事態となることをもって、
「迅速」な対応措置ではなくなった、と判断することとしたい。

【参考２】「効果的」であることへの適合

・「効果的な対応措置がとられなかった場合」は、「何の対応措置もとられな
かった」、「対応措置はとられたが、効果的ではなかった」の２つの場合があ
る（この解釈は、ATCM XXVIII Final Report 109に記載）。いずれの場合であっても、環境大臣によ
る対応措置をせざる得ないと判断される場合が、「効果的である」と「効果的
ではない」の境目である。

・これ以上の具体化は、現時点では困難と思われ、今後、考え得る対応措置の事
例をガイドラインとして取りまとめる中で、どのような場合に環境大臣による
対応措置が必要か考え方を示したい。

迅速かつ効果的な対応措置の実施について
３（４）迅速かつ効果的な対応措置

https://documents.ats.aq/ATCM28/fr/ATCM28_fr001_e.pdf


対応措置をとらない主宰者の責任（A類型：日本政府によって対応措置がとられた場合の責任）

【参考１】環境大臣が対応措置を行うことについて、行政代執行法によることとせず、南極環境保護法
において規定する理由

・環境上の緊急事態が発生し、環境大臣の措置命令によっても「迅速かつ効果的な対応措置」がとられず、環境大臣が
対応措置を行うこととなった場合、行政代執行法第２条及び第３条に基づき、対応することが考えられる。

・しかし、環境上の緊急事態が発生し、放置をすると重大かつ有害な環境への影響が一層深刻化することになるため、
一刻も早く対応が求められ、行政代執行法第３条第１項（相当の履行期限を定めた戒告）の手続等をとる暇がない
と考えられる。

・また、南極地域における環境上の緊急事態という特殊状況下では、また、サルベージ契約慣行等から、行政代執行法
第３条第２項に基づき代執行に要する費用の見積額をあらかじめ迅速かつ適切に算出するのは困難であると考えら
れる（令和６年度環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵに係る国内対応調査検討委託業務報告書p19）。

・さらに、行政代執行法第３条第３項には、非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について
緊急の必要があり、前二項に規定する手続（相当の履行期限を定めた戒告、代執行に要する費用の見積額等の通
知）をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる」との規定もあるが、解釈の余地が大
きく、謙抑的な運用にならざるを得ないことも課題（令和６年度環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵに係る国内対応調査検討委託
業務報告書p19）。

・以上から、環境大臣が対応措置を行うことについては行政代執行法によることとせず、南極環境保護法において規定
することにより対応措置を行うこととする。

・なお、現行の南極環境保護法第23条第３項においても、環境大臣による代執行類似の措置が定められている。

行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）（抄）
第二条 法律（法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。）により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により

命ぜられた行為（他人が代つてなすことのできる行為に限る。）について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつて
その履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政
庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

第三条 前条の規定による処分（代執行）をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行
をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。

② 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執
行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知す
る。

③ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇
がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

３（５）対応措置をとらない主宰者の責任＞１）主宰者の締約国により対応措置がとられた場合の責任（Ａ類型）



対応措置をとらない主宰者の責任（B類型：他の締約国によって対応措置がとられた場合の責任）

【参考１】他の締約国が対応措置に要した費用の支払請求は、当該他の締約国のみがすることができるこ
ととする趣旨

・附属書Ⅵ第７条１は、他の締約国が対応措置をとった場合（当該対応措置を自らに代わってとる権限を特別に与えら
れた代理人及び主宰者を通じたものを含む）、当該締約国のみが訴えを通じて費用の支払を請求できること、つまり、
当該締約国以外の者は（たとえ、特別に権限を与えられて対応措置をとった国以外の者であっても）請求はできない
という、訴えることができる主体の限定について規定している。

・この規定を受けて、
①南極環境保護法においては、対応措置費用の支払請求権の実体法上の要件の問題として扱うこととし、対応措置を実

施した他の締約国のみが対応措置費用の支払請求をすることができることを規定する。
②環境上の緊急事態を生じさせた主宰者が、他の締約国、又は特別に権限を与えられて対応措置をとった国以外の者に

対し、任意に費用を支払うことは禁止されていないものと解釈する。

３（５）対応措置をとらない主宰者の責任＞２）他の締約国により対応措置がとられた場合の責任（Ｂ類型）

【参考２】対応措置費用支払請求権を、南極環境保護法において独自に定める請求権とする理由
・附属書Ⅵ第５条２において「他の締約国は、当該対応措置をとることが奨励」されると規定されており、他の締約国

が対応措置をとることについては、任意性がある。その上で、他の締約国が対応措置をとった場合には主宰者に対応
措置の費用を支払う責任が生じることとなる。

・このような費用を損害として位置づけること、またその費用の支払責任を不法行為責任と位置づけると、任意性のあ
る行為に起因していることとの間に理論的な整合性があるか、といった問題が生じることとなる。

・そこで、対応措置費用の支払請求権については、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権とは異なる、南極環境保
護法において独自に規定する法定の債権とする。

・その際、主宰者の費用支払責任に関しては、環境上の緊急事態を生じさせたことについての故意又は過失は、要件と
はしないこととする。

（参考）一定の措置の費用に関する支払請求権を定めている例
○商法（明治三十二年法律第四十八号）

（特別補償料）
第八百五条 海難に遭遇した船舶から排出された油その他の物により海洋が汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保

全に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した
者が当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者（略）は、特約があるときを除き、船舶所有者に対し、特別補償料の
支払を請求することができる。



対応措置をとらない主宰者の責任（B類型：他の締約国によって対応措置がとられた場合の責任）

（参考１）附属書Ⅵ
第七条 訴え
１ 国以外の主宰者の責任に対する訴えであって前条１の規定に基づくものは、第五条２の規定による対応措置をとった締約国のみが提起す

ることができ（中略）る。（中略）補償の請求についての当該訴えは、対応措置の開始の日又は当該訴えを提起する締約国が主宰者を特定
する事項を知った若しくは合理的に知っているべきであった日のいずれか遅い日から三年以内に提起する。いかなる場合にも、国以外の主
宰者に対する訴えは、対応措置が開始された後十五年以内に開始する。

（参考２）民法（明治二十九年法律第九十八号）
（債権等の消滅時効）
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

２ 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

（参考３）附属書Ⅵ 第７条１に基づく訴え提起の期間の起算点である「対応措置の開始の日」と「当該訴えを提起する締約国が主宰者を特定する事項
を知った若しくは合理的に知っているべきであった日」の関係についての具体的事例の解説

【参考３】支払請求の権利消滅期間を定める必要がある理由
・附属書Ⅵ第７条１で求められる訴え提起の期間（参考１）については、南極環境保護法において、実体的な権利消滅期間

と位置づけた上で、民法の債権の消滅時効期間（参考２）と異なる特別の期間を定める必要がある。

対応措置の開始の日から３年

当該訴えを提起する締約国が主
宰者を特定する事項を知った若
しくは合理的に知っているべき
であった日から３年

対応措置
環境上の

緊急事態発生
対応措置
から15年

３年

３年 ３年 ２年 １年

15年

【例１】環境上の緊急事態を生じさせた主宰者については、対応措置を開始する前の早期に特定される事例が多いと考えられる（南極環境保護
法に基づく確認申請（他の締約国の場合はそれに相当する手続）が行われるため。）。この場合、より遅い日である「対応措置の開始日」
が期間の起算点となる。

【例２】原因者が不明の環境上の緊急事態が発生し、ある国が対応措置を行い、その後に環境上の緊急事態を生じさせた主宰者が特定された場
合は、より遅い日である「当該訴えを提起する締約国が主宰者を特定する事項を知った若しくは合理的に知っているべきであった日」が期
間の起算点となる。

【例３】対応措置の開始から15年経過すると、権利消滅することとなる。【例３】のように対応措置を開始した後に主宰者を知った場合でも、
３年経たずに権利消滅することがある。

【例１】 【例２】 【例３】

３（５）対応措置をとらない主宰者の責任＞２）他の締約国により対応措置がとられた場合の責任（Ｂ類型）



C類型において、納付金により対応する理由

【C類型において支払う金銭の性質に関するこれまでの検討】
○これまでの附属書Ⅵに係る国内対応調査検討委託業務における有識者の検討により、次の対応が必要とされた。

①条約上の義務として、金銭の支払いを履行すること。
②環境上の緊急事態を生じさせた主宰者は、「対応措置をとるべきであったがとらなかった」ことで、

本来であれば対応措置にかかったはずの費用について経済的利益を得たと考えられるため、応分の金銭負担を求めること。
○また、 「対応措置をとるべきであったがとらなかった」場合は、対応措置をとることが技術的に困難な場合もあると考え

られるため、罰金や制裁といった性質を持つ金銭の徴収とすることは理解が得られない。
（以上、令和６年度環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵに係る国内対応調査検討委託業務報告書p34-35）

３（５）対応措置をとらない主宰者の責任 ＞ ３）いずれの締約国も対応措置をとらなかった場合の対応（C類型）

○C類型において支払う金銭の性質は、行政的に課される非制裁的な費用であることが表されることが必要であり、課徴金、
賦課金、納付金、負担金から検討。

・課徴金：国がその司法権又は行政権に基づいて国民に賦課し国民から徴収する金銭負担で租税以外のもの。下記を包含す
る、最も一般的な言い方。

・賦課金：割り当てて取り立てる金銭のこと。公害健康被害の補償等に関する法律（昭和48年法律第111号）における「汚
染負荷量賦課金」、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和５年法律第32号）におけ
る「化石燃料賦課金」では、従量により割り当てる。

・負担金：公益のため必要な特定の事業に特別の関係を有する者に対してその経費の全部又は一部を強制的に負担せしめる
ものとして、河川法第67条や道路法第58条第１項に基づく原因者負担金等の制度が存在。

・納付金：特定の利益を得た者に対しその利益の全部又は一部を納付させるものとして、日本中央競馬会法第27条に基づ
く国庫納付金等の制度が存在。

（賦課金の事例以外は、法令用語辞典第９次改訂版（学陽書房）を参考とした）

○以上を踏まえ、「対応措置にかかったはずの費用について経済的利益を得たと考えられるため、応分
の金銭負担を求める」という点と親和性の高い、「納付金」とした。



【参考】海事債権についての責任の制限に関する条約に規定する限度額について
・附属書Ⅵ第9条１において、船舶が関係する責任の限度額については、附属書Ⅵ採択当時の1976年の海事債権につ

いての責任の制限に関する条約を改正する1996年の議定書と同じ額が規定されている。
・なお、同議定書は、2009年にオーストラリア東部沖合で発生した大規模な燃料油流出事故をきっかけに、2012年

に改正され、責任限度額が1.51倍引き上げられたため、現在は同じ額ではない。このような動向を踏まえ、附属書
Ⅵの発効後に、附属書Ⅵ第９条４（３年に１回等の限度額の見直し検討）の規定に基づき、限度額の見直しが検討
される可能性があると考えられる。

・また、イギリス、アメリカ（※法案）、ニュージーランド、オーストラリア、ドイツについては、附属書Ⅵに規定す
る責任の限度額を国内法に規定している（環境省調べ）。

1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約を
改正する1996年の議定書における責任の限度額

・2,000t以下のトン数の船舶 100万SDR
・2,000tを超えるトン数の船舶については、2,000tを超える部分を
次のとおり区分し、それぞれの区分に応じて計算した計算単位を当
該船舶のトン数に達するまで順次加算して得た計算単位との計算
単位とを合算した計算単位
2,001tから30,000tまでの部分 トン当たり400SDR
30,001tから70,000tまでの部分 トン当たり300SDR
70,001tを超える部分  トン当たり200SDR

1996年の議定書の改正（2012年）における
責任の限度額

・2,000t以下のトン数の船舶 151万SDR
・2,000tを超えるトン数の船舶については、2,000tを超える部分を
次のとおり区分し、それぞれの区分に応じて計算した計算単位を当
該船舶のトン数に達するまで順次加算して得た計算単位との計算
単位とを合算した計算単位
2,001tから30,000tまでの部分 トン当たり604SDR
30,001tから70,000tまでの部分 トン当たり453SDR
70,001tを超える部分  トン当たり302SDR

（附属書Ⅵ第９条１と同じ額） （附属書Ⅵ第９条１の額の1.51倍）

附属書Ⅵ第９条４の規定に基づく限度額の見直しの可能性

※上記のトン数は、総トン数（1969年の船舶のトン数の測度に関する条約に従って計算される総トン数）を意味する。

３（６）責任の限度額



●ドイツ
第12条 責任の上限
(1) 事業者が、環境上の緊急事態ごとに第８条、第９条及び第10条に基づいて責任を負いうる最高額は300万SDRである。
(2) 船舶がかかわる事件から生じる環境上の緊急事態については、第1講の規定とは別に、事業者が環境上の緊急事態ごとに追いうる最高額は以下の通

りとなる。（以下、附属書VIと同様の金額のため省略）

●米国
（g） 各民間事業者が、各環境上の緊急事態に関して、サブセクション2406（a）、2406（k）又は2406（l）の下で責任を負い得る対応措置の費用の

最高額は以下の通りである。
（i） 船舶が関わる事件から生じる環境上の緊急事態については、（以下、附属書VIと同様の金額のため省略）

●英国
43 附則 Section 4＞民事責任：補則＞財政的上限
1 (1) セクション2 及び3 は、いかなる事件においても本パラグラフに明記される上限を超える金額の支払を要求するものではない。

(2) 船舶がかかわる事件から生じる環境上の緊急事態に関連する上限は以下の通りである（以下、附属書VIと同様の金額のため省略）

●オーストラリア
支払額の上限
(2) 金額は以下を超えてはならない：
(a) 環境上の緊急事態がこのような緊急事態を生じさせる意図を持って行われたか、又は、無謀にかつこのような緊急事態が起こるだろうことを了知し

て行われた事業者の作為又は不作為から生じた場合—締約国が対応措置をとる上で負担した費用、又は
(b) あるいは—次のうち金額が少ない方を適用：
(i) 締約国が対応措置をとる上で負担した費用；

●ニュージーランド
37H 責任の金額の上限
（1） セクション37E 又は37F の下における責任の金額は、附属書VI の第9（1）条の（a）及び（b）項（第9（2）条にしたがう。）に述べられた上

限にしたがう。これらの項は、第9（4）条にしたがい随時に改正される。

●ノルウェー
第31 節 責任の上限
・船舶にかかわらない事件については、責任ある事業者が第27 節又は第28 節第1 段落のもとに責任を負いうる最高額は、いずれの事件においても上限

300 万SDR である。
・船舶にかかわる事件については、ノルウェー海上規則第171 項のもと、同規則第9 章に定める規定に従い責任ある事業者の責任を制限しうる場合に適

当である限り、それらの規定が適用される。
・責任ある事業者が同海上規則第9 章の対象とならない場合における船舶にかかわる事件については、責任ある事業者が第27 節又は第28 節第1 段落の

もとに責任を負いうる最高額は（以下、附属書VIと同様の金額のため省略）
・第1 および第3 段落に定める責任の上限は、同事件で発生する個別の責任ある事業者に対する請求の合計金額に適用される。

（参考）各国国内法における責任の限度額について
３（６）責任の限度額



３（６）責任の限度額
改正南極環境保護法に基づきとられる対応措置に基づく債権と、

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律に基づく制限債権の関係（１）【通常ケース】

■「対応措置」の定義（附属書Ⅵ第２条（f））
「環境上の緊急事態」の影響を回避し、最小にし、又は封じ込める

もので、適当な場合には浄化を含める。
⇒ 「対応措置」には、人の生命・身体、財産への損害を防止したり、

賠償したりすることは含まれない。

 改正南極環境保護法に規定することを検討している「環境上の緊急事態」に対する「対応措置」費用の支払責任については、
附属書Ⅵ第９条の規定に基づき、限度額を設ける予定。

 一方、船舶の運航等により生じた損害に関する債権については、「海事債権についての責任の制限に関する条約」の国内担
保法である「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」（船責法）により、一定の責任限度額が定められている。

 そのため、両者の適用関係について整理が必要。
 南極地域のうち、我が国が主に活動する地域には、周囲に他の船舶や基地等がないため、「環境上の緊急事態」が発生した

場合でも、他人の財物に損害を与えない単独事故（図ー１）となる可能性が極めて高いことから、ほとんどの場合、「対応
措置」費用は、損害に関係する債権には該当せず、したがって、船責法に規定する制限債権にはならないため、船責法の適
用は受けないことになる。

■南極地域の特殊性
〇南極地域の陸域は、南極条約に基づき領土権の主張が凍結されて

おり、領土権が認められていない。また、海域は、公海であり、
どの国の領海でもないことから、単に、南極地域の自然環境が汚
染された事案について、「損害」を主張できる主体が存在しない。 緑色の措置が「対応措置」に該当

「損害」の防止・軽減費用の賠償の要素を含まず、純粋な
自然環境への悪影響の回避等のために行われる「対応措
置」の費用債権は、改正南極環境保護法の限度額のみの適
用を受ける。 図ー１

債権の種類 請求者 請求の
相手方

改正南極環境保護法における
請求の根拠

制限債権
への該当

限度額の
適用方法

図中①②③④の
「対応措置」費用
に関する債権

環境大臣等
又は他の締約国
（「対応措置」を
とった第三者）

主宰者

■環境大臣等がとった「対応措置」の費
用の負担義務 × ■限度額以内の負担を

求める
◆他の締約国がとった「対応措置」の費

用の償還請求権 × ◆限度額以内の請求が
可能



３（６）責任の限度額
改正南極環境保護法に基づきとられる対応措置に基づく債権と、

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律に基づく制限債権の関係（２）【特殊ケース】
 非常に稀なケースとして、他の船舶や南極基地の付近で「環境上の緊急事態」が発生した場合（図ー２）は、「環境上の緊

急事態」への「対応措置」が、他の船舶や基地に対する「損害」を防止するための措置にも当たる可能性がある。この損害
防止のための措置と重複する部分に係る「対応措置」費用債権は、船責法の制限債権にも該当する（※注）。
※注 船責法に基づき責任が制限される主体は「船舶所有者等」であるため、「船舶所有者等」に請求される債権が責任制限の対象となる。

（改正南極環境保護法上の主宰者は、船舶所有者等と同一である場合に限り、重複部分の債権が船責法により制限される。 ）
 この場合、改正南極環境保護法の責任制限が先に適用され、その上で、個々の債権を一括して集団的に処理する船責法の責

任制限が適用される（運送品に関する運送人の責任を制限する国際海上物品運送法と船責法の適用関係と同様）。

■改正南極環境保護法に基づく「対応措置」費用債権が、
船責法の制限債権に該当する場合の適用関係
主宰者（＝船舶所有者）が船責法の責任制限手続を申し立て
た後、各制限債権者が裁判所に届け出た制限債権の中に、
「対応措置」費用債権の性質を併せ持つ債権があった場合は、
① まず改正南極環境保護法の限度額によって、
   その「対応措置」費用債権の額が計算され、
② その後に、①によって確定した債権の額を含む

総債権額について、船責法上の責任制限を受ける。

＜補足＞
・「環境上の緊急事態」に関係して、Ⓐ実際に基地等に損害が発生した場合に、基地所有者等が行う修繕の費用や、Ⓑ基地所有者等が損害の発生を防止するためにとった措

置の費用が発生した場合、基地等の所有者から事故を引き起こした船舶の所有者等に対する損害賠償請求がなされることとなる。この請求について、船舶の所有者等は船
責法に基づく責任制限手続を申し立てることができる。

・責任制限手続の対象に、「対応措置」費用（⑤⑥）の債権が含まれる場合、債権者は船責法に基づく責任の限度額を按分した額までしか受け取ることができない。
・改正南極環境保護法に基づいてなされる限度額の制限は、１の事故により生ずる制限債権の総額を制限しようとするものではなく、そのうちの一部を制限するものである。

緑色の措置が「対応措置」に該当 図ー２

■「対応措置」費用債権と船責法の制限債権
図ー２の緑字①②③の「対応措置」のうち、  の部分
（赤字⑤⑥）は船舶や南極基地等の損壊等を防ぐための
措置にも当たる可能性がある。

⇒ この場合、「対応措置」費用に係る債権は、
 船責法第３条第１項第５号の制限債権に該当。

船責法に基づく限度額以下の額となるよう計算される

改正南極環境保護法に基づく限度額以下の額となるよう計算される

純粋な「対応措置」の費用(①～④) 損害防止の性質を持つ「対応措置」の費用(⑤⑥) 損害賠償の費用(ⒶⒷなど)



参照条文 環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵ
３（６）責任の限度額

環境保護に関する南極条約議定書 附属書Ⅵ（抄）
第２条 定義
(b)「環境上の緊急事態」とは、この附属書の効力発生の後に発生した偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又

は及ぼす急迫したおそれがあるものをいう。
(f)「対応措置」とは、環境上の緊急事態が発生した後にとられる合理的な措置であって、当該環境上の緊急事態の影響を回避し、最小にし、又は

封じ込めるものをいう。このため、当該対応措置には、適当な場合には浄化を含めることができ、また、当該緊急事態及びその影響の範囲を決
定することを含む。

第９条 責任の限度額
１ 各主宰者が環境上の緊急事態について第６条１又は２の規定に従い責任を負う限度額は、次のとおりとする。

(a) 船舶が関係する事故から生ずる環境上の緊急事態については、
(i) 二千トン以下のトン数の船舶については、百万ＳＤＲ
(ii) 二千トンを超えるトン数の船舶については、二千トンを超える部分を次のとおり区分し、それぞれの区分に応じて計算したＳＤＲを

当該船舶のトン数に達するまで順次加算して得たＳＤＲと(i)のＳＤＲとを合算したＳＤＲ
二千一トンから三万トンまでの部分 トン当たり四百ＳＤＲ
三万一トンから七万トンまでの部分 トン当たり三百ＳＤＲ
七万トンを超える部分 トン当たり二百ＳＤＲ

(b) 船舶が関係しない事故から生ずる環境上の緊急事態については、三百万ＳＤＲ
２

(a) １(a)の規定にかかわらず、この附属書は、次の事項に影響を及ぼすものではない。
(i) 適用可能な国際的な責任の制限に関する条約に基づく責任又は責任を制限する権利
(ii) (i)に規定する条約に基づいて付される留保の適用であって、特定の請求に対して当該条約に基づく限度額の適用を排除するためのもの

ただし、適用される限度額は、少なくとも次と同等の水準であることを条件とする。
二千トン以下のトン数の船舶については、百万ＳＤＲ
二千トンを超えるトン数の船舶については、二千トンを超える部分を次のとおり区分し、それぞれの区分に応じて計算したＳＤＲを当該

船舶のトン数に達するまで順次加算したＳＤＲ
二千一トンから三万トンまでの部分 トン当たり四百ＳＤＲ
三万一トンから七万トンまでの部分 トン当たり三百ＳＤＲ
七万トンを超える部分 トン当たり二百ＳＤＲ

(b) (a)の規定は、１(a)に定める限度額であって国の機関である主宰者としての締約国に適用されるもの、(a)(i)に規定するいかなる条約の
締約国でもない締約国の権利及び義務又は第七条１及び２の規定の適用に影響を及ぼすものではない。



参照条文 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律（船責法）
３（６）責任の限度額

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律（昭和五十年法律第九十四号）（抄）
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一～三（略）
四 制限債権 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等が、この法律で定めるところによりその責任を制限することができる債権をいう。
五 （略）
六 物の損害に関する債権 制限債権のうち人の損害に関する債権以外の債権をいう。

 ２ この法律において、「救助活動」には、次に掲げる措置を含み、公務として行う救助活動を除くものとする。
一 沈没し、難破し、乗り揚げ、若しくは放棄された船舶又はその船舶上の物の引揚げ、除去、破壊又は無害化のための措置
二 積荷の除去、破壊又は無害化のための措置
三 前二号に掲げる措置のほか、制限債権を生ずべき損害の防止又は軽減のために執られる措置

（船舶の所有者等の責任の制限）
第三条 船舶所有者等又はその被用者等は、次に掲げる債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。

一 船舶上で又は船舶の運航に直接関連して生ずる人の生命若しくは身体が害されることによる損害又は当該船舶以外の物の滅失若しくは損傷
による損害に基づく債権

二 運送品、旅客又は手荷物の運送の遅延による損害に基づく債権
三 前二号に掲げる債権のほか、船舶の運航に直接関連して生ずる権利侵害による損害に基づく債権（当該船舶の滅失又は損傷による損害に基

づく債権及び契約による債務の不履行による損害に基づく債権を除く。）
四 前条第二項第三号に掲げる措置により生ずる損害に基づく債権（当該船舶所有者等及びその被用者等が有する債権を除く。）
五 前条第二項第三号に掲げる措置に関する債権（当該船舶所有者等及びその被用者等が有する債権並びにこれらの者との契約に基づく報酬及

び費用に関する債権を除く。）
２～４（略）



民事訴訟法（平成８年法律第109号）
（被告の住所等による管轄権）
第三条の二 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所
が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき（日本国内に最
後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。）は、管轄権を有する。
２ （略）
３ 裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営
業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

（契約上の債務に関する訴え等の管轄権）
第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
一～三（略）
四 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所が日本国
内にあるとき。
五 日本において事業を行う者（日本において取引を継続してする外国会社（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第二号
に規定する外国会社をいう。）を含む。）に対する訴え 当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。

「図６ 対応措置費用支払のための訴えに係る裁判管轄の確保状況」に係る参照条文
３（７）他の締約国が対応措置をとった場合の請求の訴えに係る裁判管轄

（参考）「環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締結に向けた担保措置について（答申）」中
「図６ 対応措置費用支払のための訴えに係る裁判管轄の確保状況」抜粋



・B類型に該当する事案が発生した場合、他の締約国は、対応措置をとる過程で主宰者の住所等を含めた基本的な情報
は把握されることになると考えられる。このような基本的な情報をもとに、主宰者の住所地等を管轄する地方裁判
所に訴えることができる。

・管轄する裁判所を特別に定めないことによる特段の支障は生じないので、定めは不要であると考えられる。

【参考】船舶油濁等損害賠償保障法における取扱い
・船舶の船籍の所在地、船舶の所在地、損害を受けた船舶が最初に到達した地等、訴える裁判所を決めるにあたり、さまざまな要因がある
場合には、管轄する裁判所を定めた方が迅速に対応できるものと考えられる。

船舶油濁等損害賠償保障法（昭和50年法律第95号）
（タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄）
第十一条 第三条第一項又は第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えは、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは、
最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に属する。

船舶油濁等損害賠償責任制限事件等手続規則（昭和51年最高裁判所規則第3号）
（タンカー油濁損害賠償請求事件等の裁判籍）
第一条 船舶油濁等損害賠償保障法（昭和五十年法律第九十五号。以下「法」という。）第十一条（法第三十九条第二項及び第四
十八条第二項において準用する場合を含む。）及び第二十六条第一項（法第三十条の三において準用する場合を含む。）の地は、東
京都千代田区とする。

他の締約国からの訴えについて、日本国内で管轄する裁判所を定める必要性
３（７）他の締約国が対応措置をとった場合の請求の訴えに係る裁判管轄



C類型における保険その他金銭上の保証の義務付けの考え方
３（８）保険その他の金銭上の保証

 C類型についても、対応措置相当の費用の支払義務の履行を確実にするため、
保険その他金銭上の保証を義務付けることとした。

 関係国及び関係機関への情報収集の結果、C類型について保険その他金銭上の
保証を主宰者に義務付けても、過度な負担を強いることにはならないものと考
えられた。

【参考１】附属書Ⅵ第11条２において、C類型の支払について保険その他金銭上の保証を義務付けること
ができると規定されている理由

・附属書Ⅵ作成に係る交渉において、C類型に係る支払に関する国内制度を罰金として構成する国もある可能性を考慮し、
義務付けることが「できる」と規定された経緯がある（第28回南極条約協議国会議ファイナルレポート・パラ120）。

・一般に罰金の支払をてん補する保険商品をつくることはできない。このため、一律にC類型の支払について保険その他
金銭上の保証を義務付けることになると、C類型に係る支払を罰金として構成した国については、国内担保できないこ
ととなる。なお、環境省で調査した他の締約国の国内担保法において、C類型に係る支払を罰金として構成した例はな
い。

・附属書Ⅵ第11条２において、C類型の支払について保険その他金銭上の保証を義務付けることが「できる」と規定され
た経緯を考慮すると、C類型に係る支払を罰金として構成していない国においては、保険その他金銭上の保証を義務付
けることが望ましいものと考えられる。

・なお、次ページの例のとおり、C類型の支払について、保険その他金銭上の保証を義務付ける例が複数ある。

【参考２】C類型の支払に関する保険の例について
・オランダの南極環境保護法担当者から、南極海域を航行するオランダのクルーズ船が2024年4月1日～2025年4月1日

までの間、Shipowners‘ Club社が提供するP&I保険に加入したが、当該P&I保険は附属書Ⅵ第11条２（C類型に係る支
払）をカバーしていたとの説明があった（R7.11.11）。

・引き続き、P&I国際グループなどからの情報収集に努め、C類型の支払に保険が適用されるとされる情報の収集に努め
る。



（参考）各国の附属書Ⅵの担保法における金銭上の保証とC類型の関係

【米国 南極条約法改正法案】※法律案
・附属書第11条1及び2と同様の規定（※注…ABC類型限らず） (§2406(j))

【英国 南極法】
・6(1) 南極において実施される活動を組織する者は、第(2)項に定める事項に関して、十分な保険契約またはその他の財務的保

証を締結しなければならない。
・  (2) 当該事項は次のとおりである—

(a) 当該者が組織した活動から直接的または間接的に生じた環境緊急事態に関して、第1条に基づき当該者が講じなければなら
ない対応措置の費用；
(b) 当該環境緊急事態に関して、当該者が第2条または第3条（※注…C類型を規定）に基づき負う可能性のある責任。
（補足情報）

・主宰者と船舶所有者（P&I保険被保険者）が異なるケースでは、主宰者と船舶所有者の間で、責任限度額が満たされるような
十分な取り決めがされていることを確認する。（保険の除外事項、限度額、保険契約内に附属書の限度額を満たす規定がある
か等）（担当者問合せ結果）

【オーストラリア 南極条約（環境保護）法】
・保険または財政的保障の保持が南極での活動許可の取得条件として義務づけられている（※注…ABC類型限らず） (13BE(c))

（補足情報）
・主宰者と船舶所有者（P&I保険被保険者）が異なるケースについては、主宰者が船主のP&I保険の内容を示す必要がある。その

内容が十分であれば、受理されうる。 ※法が未施行のため詳細の基準は未定（担当者問合せ結果）

【ノルウェー 南極環境安全保護令】
・事業者は環境上の緊急事態に対する責任に関する規則に従うため、保険やその他の財的保障を保持しなくてはならない

（※注…ABC類型限らず） 。（§12）
・補償額については、ノルウェー極地研究所が決定する。（§12）

３（８）保険その他の金銭上の保証



金銭上の保証計画（国の機関でない主宰者の資金調達手段）の作成の考え方(1)
３（８）保険その他の金銭上の保証

 確認申請書に添付することとする金銭上の保証計画（国の機関でない主宰者の
資金調達手段）については、次のような例が考えられる。

 詳細については、ガイドラインで明らかにして主宰者に提示する。
１．主宰者自身が加入できる保険による場合

（主宰者が船舶所有者である場合で、船舶の運航に係る南極地域活動の場合に限る）
①主宰者が船舶所有者としてP&I保険に加入し、対応措置費用について責任限度額の支払は可能であることを書面（念書）

で説明。
・添付書類：P&I保険の証書

２．主宰者自身が加入する保険以外の保証方法による場合
（法人の場合）
①主宰者の（１）純資産（株主からの出資、過去から蓄積された利益）のうち対応措置費用支払責任のために現金化すること

とされている金額と、（２）流動資産（概ね１年以内に現金化可能な資産等）から流動負債（１年以内に支払う債務）を
引いたの額の合計額が、対応措置費用の責任限度額を超えており、これらの資金により対応措置を行うことを書面（念
書）で説明。

・添付書類：直近の決算書中の貸借対照表、損益計算書

（自然人の場合）
②残高証明と、これらの資金により対応措置を行うことを書面（念書）で説明。
・添付書類：残高証明書

【参考】国立公園事業の管理又は経営するために必要な経理的基礎の考え方
●上記については、自然公園法に基づく国立公園事業の執行認可の申請書の審査の考え方（「国立公園事業執行等取扱要領」

（令和４年４月１日環自国発第22040111号）別添４「国立公園事業の執行認可における財務諸表等の審査指針」）を参考と
して検討した。

●国立公園事業とは、自然公園法及び公園計画に基づき、国立公園の適正な利用を推進するための公園施設を、許可によること
なく設置、管理、経営できる仕組みのこと。許可基準が適用されない一方、適切に管理又は経営できること等が求められる。

●「適切に管理又は経営するために必要な経理的基礎を有している」と判断できる場合の要件の例は、次のとおり。
・法人については、純資産の値が直前の決算において零以上であること、流動比率（流動資産÷流動負債×100で算出）が

100％を超えることなど。
・残高証明書の他、税務申告書等により実際の収入状況を把握することにより判断することとされている。



金銭上の保証計画（国の機関でない主宰者の資金調達手段）の作成の考え方(2)
３（８）保険その他の金銭上の保証

２．主宰者自身が加入する保険以外の保証方法による場合（つづき）
③主宰者が所有する資金又は、資金を調達可能であることを示す書類を根拠に、それらが対応措置費用の責任限度額を超えて

おり、これらの資金により対応措置を行うことを書面（念書）で説明
・添付書類：主宰者による条件付きの借用契約書（環境上の緊急事態が発生した場合に資金を供与する）、

資金調達の契約書（南極地域活動参加者が主宰者に資金を譲渡し、環境上の緊急事態が発生しない場合には得た
資金を返却する契約を締結することなど）

④銀行から支払能力保証（本人が支払をすることができない場合でも、銀行が肩代わりして支払うもの。）を受けていること
により、対応措置費用について責任限度額の支払は可能であることを書面（念書）で説明。
ただし、現時点において、附属書Ⅵに基づく対応措置費用の支払能力保証を提供している金融機関は、我が国においてはな
いものと考えられる。

・添付書類：銀行から支払能力保証を受けていることを証明する書類

３．委託を受けた者や請負者等（※）が保持する金銭上の保証を、主宰者が環境上の緊急事態時に利用可能で
あることを説明する場合 （※）例えば、主宰者が運航を依頼した船舶や航空機の所有者等

①環境上の緊急事態が発生した場合、主宰者から委託を受けた者（受託者）や請負者等が、上記１、２の方法により、対応措
置費用の責任限度額までの支払を行うことを説明。このことについて受託者や請負者等との間で約束済であることを主宰
者が説明。

・添付書類：主宰者と受託者、請負者等の契約書や覚書。その他は、上記１、２の添付書類に同じ



行程ごとの金銭上の保証計画のイメージ

行程（移動方法）ごとの事例 考えられる資金調達手段
大型船舶
（海域）

・主宰者が船舶をチャーターした場合
・主宰者が船舶の乗船券を購入した場合

・３①の手段による
・３①の手段による

雪上車
（陸域）

・主宰者がA国南極観測隊の雪上車を借り上
げる場合

・２①～④の手段による
（保険がなく、１の手段をとることができない。）

宿泊施設
（陸域）

・B国南極観測隊の基地に宿泊する場合 ・この部分は、B国の議定書担保法に基づく対応となり、南極環境保護法上の届出を行
う。
（基地の管理運営において環境上の緊急事態が生じた場合は、B国が対応措置を実
施するため、金銭上の保証は不要）

小型船舶
（海域）

・船外機船（ゾディアック、総トン数ゼロ（＝
2000トンを超えない））に乗船する場合

・１、３の手段による（R7.11.11にオランダ南極環境保護法担当者から、P&I保険の
オプションで船外機船（ゾディアック）から生じる責任もカバーする事例があるとの連絡あ
り。）
・２①～④の手段による（保険がない場合は、１の手段をとることができない。）

徒歩
（陸域）

・登山、マラソン等による移動をする場合 ・主宰者から、環境上の緊急事態が生じるとは考えられない小規模な活動であるため、
資金調達手段はないとする金銭上の保証計画を認めてほしいと言われる可能性があ
る。この場合、目的に照らして過度な求めとならないか、附属書Ⅵの金銭上の保証に
関する義務の履行に問題を生じさせないか等の点を含め、他の締約国における取扱い
に関する情報収集をするなどして、今後慎重に検討していく。

・ペンギン等野生生物の繁殖地調査であって、
特殊な薬品等を用いて実施する場合

・環境上の緊急事態が全く生じえない活動とは言い切れない。
・２①～④の手段による（保険がなく、１の手段をとることができない。）

飛行機
（空域）

・主宰者が航空機をチャーターした場合 ・２①～④の手段による
（保険がなく、１の手段をとることができない。）
・主宰者がチャーターする航空機が加入する保険の対象が、機体、第三者賠償責任、
搭乗者傷害、遭難救助費用、事業継続、貨物賠償のみであり、環境上の緊急事態を
対象としていないため
※なお、主宰者が環境上の緊急事態に対し対応措置をとった場合は、通常、航空機会
社に対し、かかった費用の償還を請求するものと思われる。

３（８）保険その他の金銭上の保証

 金銭上の保証計画（国の機関でない主宰者の資金調達手段）の提出について適用
除外を設けることはしない。



国内担保措置の円滑な実施のために作成が必要なガイドライン
４.今後の課題（ガイドラインの計画的な作成関係）

ガイドライン等 概要

確認申請に関する重要事項説明
ガイドライン

・国の機関以外の主宰者からの確認申請に係る指導時に、環境省担当官から主宰者に対して、A
類型、B類型、C類型が発生しうること及びその内容（対応フロー）について説明。

・A類型については、国による（税金を使用して）対応措置をとることになるので、国民への周
知が必要と考えられる（報道発表を想定）ところ、主宰者が「環境上の緊急事態」を生じさ
せた者として、情報が公になる可能性があることを説明する。

・以上のことについて説明を受けた旨を書面で確認することを求める。
「南極地域の環境に悪影響を及
ぼすおそれがある事件」の通報
のガイドライン

・「事件」についての通報の判断基準と具体的な連絡先を示す。

環境上の緊急事態の防止措置
作成ガイドライン

・防止措置の記載内容の項目の詳細、標準的な記載例を整理したもの。
・「合理的」である水準に達しているかの判断の考え方についても記載。

緊急時計画作成ガイドライン ・緊急時計画の記載内容の項目の詳細、標準的な記載例を整理したもの。
・「事件」に対応できる水準に達しているかの判断の考え方についても記載する。
・特に日本船舶の場合にあっては、「事件」が発生した場合における、船長の主宰者への協力

を確保することが重要。
対応措置実施ガイドライン ・事故種ごとに、考えうる対応措置の内容及び事例をとりまとめたもの（対応措置の技術的な

内容）
・それぞれの対応措置について「効果的」か否かの考え方を整理したもの。

資金調達手段（金銭上の保証計
画）作成ガイドライン

・金銭上の保証計画の記載内容の項目の詳細、標準的な例を整理したもの。

１．主宰者向けガイドライン



ガイドライン等 概要

環境上の緊急事態の判断の考え
方に関するガイドライン

・環境大臣が「環境上の緊急事態」に該当するか又はしないかについて、事案ごとの個別判断
を円滑できるよう、事故の種類に応じて考え方を整理したもの。

・明らかに該当する場合、明らかに該当しない場合についても、想定できる範囲で、例示する。
環境上の緊急事態及び「事件」
対応協力ガイドライン

・「事件」の通報及び対応措置の実施が発生した場合及びの外務省、環境省、海上保安庁（日
本船舶の場合）の連絡調整ルートについて整理

・「環境上の緊急事態」に該当しないと環境大臣が判断する「事件」についての、他の締約国
による対応措置希望の対応方針（国際協力）

・「環境上の緊急事態」の発生時に、第5条3 (a)に基づく他の締約国からの通告があった場合
の対応方針について整理。また、他の締約国による対応措置を受け入れた場合における環境
省の連絡調整の役割

・対応フローに存在しない場合における個別判断 など
とられるべきであった対応措置
費用（C類型に係る支払責任金
額）算定に関するガイドライン

・算定方法は、次の例のとおり多様に想定され、対応措置がとられなかった環境上の緊急事態
の様態に応じて、その都度検討するという、基本的な考え方を記載する。

○ヒアリング（サルヴェージ会社、海上保安機関、専門家等）
○他の類似事例、関係事例の参照（油汚染事故、航空機事故の対応事例）
○見積取得（※可能な場合に限る。仮定の事例、想定の事例では見積を出すことができ

ない場合が多いと想定）
○積算（サルヴェージ会社の持つ標準費用等を参考とする）

・算定は、専門的な知見を要すると考えられることから、環境省の担当部局に、学識経験者等
により構成される委員会を設けて検討することを記載。

納付金の国庫納入後の、基金へ
の拠出に係る予算要求について

・C類型に係る納付金が国庫に納付された後に、予算要求が行われ得ることについて確認。
・国の主宰者が「環境上の緊急事態」を生じさせ、C類型に至り、基金に支払うことが必要に

なった場合についても、予算要求が行われうることについて、関係省庁間で文書により認識
を確認。

２．環境省及び関係省庁向けガイドライン

４.今後の課題（ガイドラインの計画的な作成関係）

国内担保措置の円滑な実施のために作成が必要なガイドライン
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